
        お 知 ら せ      医療法人 森和会 森病院 

 

１．九州厚生局熊本事務所長への届出事項に関する事項 

 

① 当病院は、厚生労働大臣が定める 精神病棟 15 対 1 入院基本料 及び 看護補助加算 2 の

施設基準に適合しているものとして、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

② 当病院は、厚生労働大臣が定める 看護補助体制充実加算1 の施設基準に適合しているもの

として、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

③ 当病院は、厚生労働大臣が定める 認知症治療病棟入院料 1 及び 認知症夜間対応加算 の

施設基準に適合しているものとして、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

④ 当病院は、厚生労働大臣が定める 精神療養病棟入院料 及び 重症者加算 1、重症者加算 2 

の施設基準に適合しているものとして、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑤ 当病院は、厚生労働大臣が定める 精神科作業療法 の施設基準に適合しているものとして、

九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑥ 当病院は、厚生労働大臣が定める 療養環境加算 の基準に基づき、1 床当たりの平均病床面

積が 8平方メートル以上である病室を有しております。 

 

⑦ 当病院は、入院時食事療養（Ⅰ） の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理さ

れた食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。 

 

⑧ 当病院は、入院時食事療養（Ⅰ） の基準に基づき、入院患者さん１人当たり 0.5 平方メートル

以上の食堂を有しております。 

 

⑨ 当病院は、厚生労働大臣が定める 医療保護入院等診察料 の施設基準に適合しているもの

として、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑩ 当病院は、厚生労働大臣が定める 薬剤管理指導料 の施設基準に適合しているものとして、

九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑪ 当病院は、厚生労働大臣が定める 救急医療管理加算 の施設基準に適合しているものとして、

九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑫ 当病院は、厚生労働大臣が定める 医療 DX推進体制整備加算 の施設基準に適合しているも

のとして、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑬ 当病院は、厚生労働大臣が定める 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) の施設基準に適合し

ているものとして、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

⑭ 当病院は、厚生労働大臣が定める 入院ベースアップ評価料 の施設基準に適合しているもの

として、九州厚生局熊本事務所長に届け出た保険医療機関です。 

 

 

２．保険医療機関の従業員以外の者による看護（付添い看護）に関する事項 

当病院では、患者さんの負担による付添看護は行っていません。 



 

 

３．保険外負担に関する事項 

当病院では、以下の事項ついて、その使用量、利用回数等に応じた実費相当の負担をお願い

しています。 

 

尚、衛生材料等の治療（看護）行為及び密接に関連した『サービス』や『物』についての費用や、

『施設管理費』等の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められていません。 

 

 

令和 7年 11月 1日   

 

項   目 細   目 価 格（費用等） 

預り金管理及び 

日 用 品 管 理 料 

〇通帳を病院へ預け、入院費用・各種保険料・日用品費・洗

濯代金等の支払い・納付等の金銭管理を行う業務。財布・

運転免許証・健康保険証・銀行通帳等の保管を事務所にて

請け負う業務。 

 

○日用品・衣類・雑貨・お菓子・ジュース・雑誌・テレホンカー

ド・煙草・髭剃り用品店洗面用品等の物品購入代行業務。

患者様依頼の洗濯物を外部業者へ委託する業務。 

120 円／日 

+ 消費税 

「入院患者預り金管理及び日用品購入業務等医療外代行業務についての約定書」による 

理 髪 代 

（ 税 込 ） 

業 者 委 託 

○男性カット    2,000円 

○男性丸刈り   1,700円 

理髪種類による代価 

○女性カット    2,200円 

○女性部分カット  550円～ 

オ ム ツ 代 ※ 別途院内掲示いたします。 

インフルエンザ等 

ワクチン接種料金 
※ 毎年金額が変動する事がありますので、別途掲示いたします。 


